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平成２１年２月２５日現在

主な制度融資の現況

制 度 名 貸　付　限　度 使途 期間 利　　　率

新
津
商
工
会
議
所

会員向け特別

融 資 制 度

新潟市秋葉区新津地域内全金融機関と提携し、金

利・スピード面などの優遇措置を設けた融資制度

です。貸付限度額や利率等は、お取引き金融機関

にお問い合わせ願います。

勤労者福祉

共済福利厚

生資金貸付

新津商工会議所勤労者福祉共済加入事業所に勤務

する従業員を対象とした貸付制度です。貸付限度

額（30万円）利率（2.45％）となっておりますが、

詳細は当所までお問い合わせ願います。

日
本
政
策
金
融
公
庫

普 通 貸 付 4,800万円
運転
設備

５年以内
10年以内

   2.40％　
   2.40％～

セーフティネット貸付 別枠 4,800万円 運転 ８年以内    2.40％～

経営改善貸付 1,000万円
運転
設備

５年
７年

2.10％

教育資金貸付 200万円
教育
資金

10年 2.45％

新　
　
　
　
　
　

潟　
　
　
　
　
　

市

地 方 産 業
育 成 資 金 1,000万円

運転
設備

５年
７年

保証付  2.10％～2.30％
保証無  2.60％

一 般 融 資 2,000万円
運転
設備

7～8年
保証付  2.20％
保証無  2.70％

夏期・年末
資 金 700万円 運転 ７年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

商 店 街 等
活性化対策資金

資金使途等により
異なる

運転
設備

７年
保証付  2.00％
保証無  2.50％

無 担 保 無
保証人融資 1,000万円

運転
設備

7～10年 2.20％

工 場 等
新増設資金 ２億円 設備 7～12年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

設備近代化
資 金 8,000万円 設備 7～12年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

中 小 企 業
振 興 資 金 １億５千万円

運転・設
備・転貸

１年～
年数により
異なる

中 小 企 業
近代化資金

総投資額の 30％
以内 設備 金融機関

の定める
ところに
よる

申請時の長期
プライムレー
トで算出中 小 企 業

共同施設資金
総投資額で定めた
割合以内 設備

中 小 企 業
開 業 資 金

資金使途等により
異なる

運転
設備

5～10年 2.40％

人材確保・
時短促進資金 5,000万円 設備 ７年

保証付  2.05％
保証無  2.55％

経 営 支 援
特 別 融 資 3,000万円 運転 ９年

保証付  1.90％
保証無  2.40％

中小企業資金繰り
円滑化借換融資 3,000万円 既往市制度融

資借入金の返済 10 年 1.90％

新　

潟　

県

経営安定資金 4,000万円
～ 6,000万円

運転
設備

５年
７年

Ａ 2.40％
Ｂ 2.60％

商店街活性化
支 援 枠

5,000万円
(うち、運転資金1,500万円 )

運転
設備

５年
７年

Ａ 1.90％
Ｂ 2.10％

連 鎖 倒 産
防 止 枠

債権額の範囲内で
3,000万円 運転 ７年    1.90％

中小企業創業
支 援 資 金 2,000万円

運転
設備

５年
７年

Ａ 2.20％
Ｂ 2.40％

※新潟県 ： Ａ　信用保証付き（責任共有制度対象外）　Ｂ　信用保証付き（責任共有制度対象）

＊待ち時間短縮のため時間予約をお願いしています。
＊わかるところは記入してきてください。　
＊お気軽にご利用ください。なお、若干の手数料をいただきますのでご了承ください。
＊税理士関与の方はご遠慮下さい。
  ご不明な点は下記にお問い合わせください。新津商工会議所　ＴＥＬ：２２－０１２１

○平成２０年分主な改正点○
　１　減価償却制度が変更。
　　　平成１９年３月３１日以前に取得した減価償却資産について、残達額を５年
　　に分けて１円まで償却することとなりました。
　　 償却費の額＝（取得価格－取得価格の９５％相当額－１円）÷５（小数点は切り上げ）

～ 決算申告・消費税の確定申告個別相談会を開催！！～

相談会名 月日曜日 時間 会　　場 持参書類・ご注意等

決

算

申

告

３/ ５㈭
３/ ６㈮
 3/     9 ㈪
 3/ 10 ㈫
 3/ 11 ㈬

9:00 ～
12:00

13:00～
16:00

新津商工会議所
３Ｆホール

無料駐車券（１時間）
発行します

①決算書、申告書用紙一式
②帳簿書類等
③生命保険･個人年金･地震保険料の証明書
④国民健康保険料・国民年金支払証明書
⑤小規模企業共済控除証明書
⑥給与所得のある方は、支払先からの源泉徴収票
⑦年金受給者は年金受給証明書
⑧控除対象配偶者や扶養親族等の氏名・生年月の確認
⑨印　鑑
⑩前年の決算書及び確定申告書控

確
定
申
告

消

費

税

3/18 ㈬
    19 ㈭
3/23 ㈪

9:00 ～
12:00

13:00～
16:00

新津商工会議所
３Ｆホール

無料駐車券（１時間）
発行します

①消費税の確定申告書用紙一式
②20 年分の所得税決算書及びその決算の基礎と
　なる帳簿類
③18年分の所得税決算書
④印鑑

雇
用
保
険
、
労
働
基
準
法
等

の
問
題
に
つ
い
て
専
門
家
が

無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

こ
の
機
会
を
是
非
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

日　

時　

４
月
９
日
㈭

〜
４
月
１０
日
㈮

９

：

００
〜
１６
：
００

会　

場　

新
津
商
工
会
議
所

            

３
Ｆ
ホ
ー
ル

相
談
員　

専
門
相
談
員

主
な
相
談
受
付
項
目

  

・
労
働
保
険
年
度
更
新
申
告

　

手
続
き
等

  

・
雇
用
保
険
、
労
災
保
険
に

　

関
す
る
こ
と

  

・
年
金
、
健
康
保
険
に
関
す

　

る
こ
と

  

・
労
働
基
準
法
に
関
す
る
こ

　

と

  

・
雇
入
、
解
雇
、
退
職
、
賃

　

金
等
に
関
す
る
こ
と

  
・
そ
の
他
（
労
働
、
社
会
保

　

険
問
題
全
般
）

　

日
頃
、
疑
問
に
思
っ
て
い

る
年
金
、
健
康
保
険
、
労
災

　当所では、会員サービスの一環として「労働保険事務組合新津商工会議所」を運営し
ています。
　事業主に代わって労働保険料の申告・納付や、労働基準監督署・公共職業安定所への
書類提出など、労働保険に関する事務の代行を行っています。　 

　労働保険とは労災保険（労働者災害補償保険）と雇用保険を総称したものです。
労働保険は農林水産の一部を除いて、労働者を一人でも雇っていればその事業主は加入
手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
　手続きが良く分からないという方や、事務の負担を軽減したいとお考えの方はこの機
会に商工会議所へ事務を委託しませんか。従業員の雇用・退職時の手続きは、電話や
FAXで連絡するだけで構いません。面倒な書類の作成や提出は商工会議所が事業主に
代わって処理をします。
事務委託した場合の３つの利点
● 特別加入制度
　本来、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者などにも、労災保険に
特別加入することができます。
● 分割納付
  労働保険料の額にかかわらず３回に分割納付できます。
● 事務省力化
　労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の
手間が省けます。　
　詳しくは、当所労働保険事務組合担当TEL22-0121までお問い合わせください。

緊急金融支援対策（抜粋）

ＴＥＬ：025-226-1629（直通）

国の支援対策
≪原材料価格高騰対応等緊急保証制度≫　新潟県信用保証協会　ＴＥＬ：025-267-7112
　安心実現のための緊急総合対策において決定された新しい保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」が
平成２０年１０月３１日から開始されました。
　本制度は、原油に加え原材料価格の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰りを支
援するため、現行制度の抜本的な拡充・見直しを行ったものです。原油・原材料価格の高騰や仕入価格の高
騰の影響を強く受けている業種の中小企業者を対象として、民間金融機関からの融資を受ける際には信用保
証協会が保証をいたします。
◎対象となる中小企業者
　以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象
○指定業種に属する事業を行っており、最近３か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス３％以上の中小
　企業者。
○指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち２０％を占める原油等の仕入価格が２０％以上、上
　昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
○指定業種に属する事業を行っており、最近３か月間（算出困難な場合は直近決算期）の平均売上総利益率
　又は平均営業利益率が前年同期比マイナス３％以上の中　小企業者。
　計算例：最近３か月の平均売上総利益率が３３％で、前年同期が３５％だった場合

（３５－３３）/３５　　×　１００　＝　５．７％
５．７％　≧　３％　（認定基準クリア）

新潟市の支援対策
１. 中小企業の資金調達環境の安定を図るため，「経営支援特別融資」における保証料補助の拡充，融資対象
   条件の緩和実施
（１ ）３００万円超～１，０００万円以下の融資額に対する保証料補助率を５０％から１００％まで引き上げ
      ※１，０００万円を超える融資については，保証料補助なし
（２）融資対象要件を一部緩和：売上高等の減少率を５％から３％へ緩和
（３）適用期間：平成２０年１２月１日～平成２１年３月３１日までの融資実行分並びに申請受付分に適用
２．中小企業者の資金繰りの円滑化や新たな資金需要に応えるための支援
　１．制度融資既存借入における元金返済猶予の期間設定
　　○　経営の悪化により融資の返済に支障が生じている中小企業者に対し，既存借入における元金返済の
            猶予期間を設定し，負担軽減を図る
　　（１ ）返済猶予期間　１年以内（ただし，夏期・年末資金は６ヶ月以内）
　　（２）対象資金　中越地震対策資金及び経営安定資金を除く融資資金
　　（３）条件　ア　元金の返済を約定どおり行っていること（据置期間の利用不可）
　　　　　　　イ　返済猶予を行うことにより，経営の安定が見込まれること
　　　　　　　ウ　取扱金融機関と信用保証協会の同意が得られること
３．既存制度融資における追加融資の要件緩和
（１ ）緩和要件　追加融資の際の「１／２以上償還していること」の要件を撤廃
（２）対象資金　夏期・年末資金を除く融資資金
（３）実施時期　平成２１年２月２日から当分の間


